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はじめに

　大評議会（Grand　Conseil）は、多くのことが可能であったが、実際は《高等法院の単純な複

製》であった。《「王の暦」（L’Almanach　royal）の見出しをよく研究した順序では、大評議会が

高等法院の前にある》とはいえ。それは諸高等法院とともに検討されうる。高等法院はみな、

パリ高等法院にならって創設されていた。高等法院は常にパリ高等法院と一つのまとまりをな

すとみなされていた。デュ・チレ（Du　Tillet）というパリ高等法院の書記はこう書いている《王

は、最高の司法権を持つのみで、王は司法を高等法院に当たらせている。高等法院は様々な管

轄の一つを行うに過ぎない。》それらには違いがあるが、互いに似ており、まとめて検討する

ことができる。

　　部（Chambre）

　高等法院にはみな、《大審部（Grand－Chambre）》がある。それは、他のすべての部がそこから

生じた最初の部であり、各高等法院の最も上位の部である。大審部がもととなり、ほとんど至

る部署で手続きの必要性が生じた。刑事法廷（Tournelle　criminelle）、時には民事法廷（Tournelle

civile）、一もしくは複数の予審部（Chambre　des　Enquetes）、一もしくは二の審理部（Chambre　des

Requetes）、休暇部、ある場合には新教徒に対する勅令部がそれである。

　大審部は直接、王の代理人である法院長（premier　pr6sident）が主宰する。法院長は委任によっ

てその役職を遂行する。不在の場合代行できるのは大審部部長評定官、刑事部（Toumelle）部長、

世俗評定官の最年長者である。1685年頃、パリ高等法院の大審部には、9人の部長評定官、

33人の評定官（21人は世俗、12人が聖職者）がおり、これは1756年まで続く。1756年に

評定官は37人となる。2人は生まれながらの名誉評定官で、パリ大司教、クリュニー修道院

長である。別に6人の委任状による生まれながらの評定官がおり、その職は法服職にのみ授与

されるものである。この名誉評定官は、他のすべての評定官にまさって、また掌請官（ma↑tre

des　requetes）にもまさって、審議を引き受けていた。《4分の1期》すなわち3ヶ月ごとの掌請

官は4人おり、彼らは国王顧問会議や騎馬視察の仕事がない時に、投票権と発言権をもって高

等法院に出席していた。掌請官は高等法院の部に集まることができ、最年長者が議長となった。

高等学校
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王の弁護士が二人、国王代訴人がいる。あるいは次席検事と主席検事で彼らは《検事》であ

る。

　1653年以降、パリ高等法院では直接大審部に入る者はもはやだれもいない。大審部に籍を

おく者が死亡すると、予審部評定官がその先任順に従って大審部に昇進し、高等法院の先任順

に応じた大審部での職務につくのである。従って、大審部は一般的には高等法院に25年以上

勤務した経験のある人が構成する。
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APPENDIX　I－The　Organisation　of　the　Parlement
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　トゥルーズ高等法院の大審部の構成員は、法院長、4人の部長評定官、32人の評定官、う

ち2人は聖職者、3人の生まれながらの名誉評定官、つまりトゥルーズ大司教、ミルポワ司教・

サンセルナン修道院長である。ルイ14世の時代以降、2人の名誉騎士、部長評定官の右側に

席をもつ貴族が大審部に所属した。また、4人の4分の1期の掌請官、　《検事》が大審部の構

成員である。

　ブザンソン高等法院では、大審部は1704年に創設されたが、特別な職員はいなかったよう

である。この高等法院の司法官は、1年の間、順次各部に議席を占めていた。各部というのは

大審部、刑事部（Tournelle）、予審部、治水・保林（Eaux　et　Forets）部、司法宮掌請部で、休暇中に

は今度は彼らが休暇部の職務についた。

　大審部職員の任務は非常に重くなることがあった。パリの大審部は、主席検事が王権の側の

訴訟当事者であるすべての訴訟事件を裁判する。すなわち、統治もしくは行政面のあらゆる事

件を裁判する。また采地とみなされた土地に関するすべての訴訟事件、フランスの重臣のすべ

ての訴訟事件を裁判する。司教・修道院長の空位中にその管区の職禄をフランス国王が受けた

り、他に授与したりする権利（r6gale）に関するすべての事件を裁判する。パリ市立病院や救貧院

（Grand　Bureau　des　Pauvres）、団体としてのパリ大学に関するすべての訴訟事件を裁判する。大逆

罪を裁判する。主な宮廷職、高等法院の部長や評定官、会計検査院（Chambre　des　Comptes）の部

長、長官、監察官、検査官捕の刑事訴訟を裁判する。聖職者、貴族、司法官が犯した犯罪につ

いて初審及び終審裁判をする。高等法院の予審部と審理部の判決のh訴裁判をする。予審部や

審理部で票が割れた場合の裁判をする。上座裁判所（pr6sidial）、バイイ裁判所（bailliagc）、セネシ

ャル裁判所（s6n6chauss6e）の判決の上訴裁判をする。

　大審部の下に、一・つもしくは複数の予審部がある。その役割は、高等法院に訴えられてきて、

予審、すなわち証人の喚問を通して証拠にたどり着く必要がある訴訟を、書類で判断すること
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よって》送られてきた訴訟事件の裁判権ももっていた。

である。その証人の

供述は：書類に記録さ

れる。予審部は民事

裁判を行う。また、

《軽犯罪の刑事裁

判》　も行う。つまり、

その時には金銭に関

する刑の宣告のみを

行う。予審部はまた、

顧問会議の判決につ

いて、　《上級裁判所

が下級裁判所に代わ

って行う破棄自判に

　パリ高等法院は5つの予審部を使っていた。一つ一つの予審部の構成は、3人の部長、聖職

者16と俗人16からなる32人の評定官、であった。部長職は予審部の評定官についてはじめ

て獲得することができた。トゥルーズ高等法院には、2やがて3の予審部があった。他の高等

法院は予審部は一つであった。1756年以後、国王はパリ高等法院の組織を簡素化し、職員数

を減らして王権を伸ばそうとした。予審部はもはや3つしかおかれなくなった。各部の部長は

2人だけとなった。2人の部長は、部長職をもたず、ただ評定官職をもち、部長として委任さ

れるだけとなった。

　階層のかなり低い方に、やっと一もしくは二の審理部が高等法院の一角をなしていた。審理

部のメンバーは、終身官職であると同時に《裁判所の審理部で職務につくため》の委任状を得

なければならなかった。審理部は特権者の民事上の、個人的な、不動産占有権を保護するため

の、併合訴訟の初審裁判を行っていた。その特権者とは、特許等に押された官印もしくは司法

上の証明書に押された官印のある特別受審王状（committimus）の権i利を所持していた者である。

特別受審王状とは、王がある人物に、指名された裁判官の前で請求もしくは弁護する際に、第

1審訴訟を行うことを認める特権であり、彼らが利害を有する訴訟をそこに移送することを認

める特権である。王がその保護の下にあるとみなした人物に関するものであった。フランスの

大尚書局は特許等に押された官印つきの特別受審王状を交付していた。この場合、裁判官は王

宮掌請部やパリの審理部が担当した。地方の高等法院のそばにある尚書局は、司法上の証明書

に押された官印つきの特別受審王状を交付していた。それはその地方高等法院の管轄内で有効

であり、この場合、関係する高等法院の審理部が裁判官であった。

　特許等に押された官印つきの特別受審を享受する者は以下の者である。王族のモ子、公爵、
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重臣、宮廷職、精霊騎士団の騎士及び官吏、国王顧問会議の評定官、大使、掌請官、大尚書局

の書記官、官吏、王室の奉公人、王や妃や王子や第一の王族の家の食事仲間たち、彼らと同列

に置かれていた官吏である。また、一般に献身的に仕える忠実な人であり、また、地方権力に

反対して王を助け、地方の諸団体や組合や有力者の報復を恐れなければならなかった客であ

る。

　パリ高等法院には審理部が二つあった。各審理部には3人の部長と10から12人の評定官が

いた。他の高等法院は審理部は一つしかなく、さらにブザンソンの高等法院の審理部は扱う訴

訟事件が非常に少なかったので治水・保林をその権限に付け加えなければならない程であっ

た。

　刑事部（La　Toumelle）は特別な部であり、《重罪の犯罪者》すなわち体刑をともなう刑事訴訟

事件を上訴審及び最終審として裁判した。従って、そのメンバーは、他の部から順番に採用さ

れた世俗の人だけであった。パリ高等法院では、束縛を和らげ、冷酷になることを避けるため

に、そのメンバーは3ヶ月ごとに交代した。刑事部では、各四半期に議席を占めてきたのは、

大審部部長評定官が4人、大審部評定官が6人、各予審部から評定官が2人で、合計20人の

司法官であった。トゥルーズ高等法院では、司法官は3ヶ月ごとに刑事部にも勤務していたが、

そこでは、同じ司法官が続けて3、4年の問、毎年、刑事事件を担当させられることがあった。

トゥルーズの刑事部は、大審部部長評定官3人、評定官10人を数え、ついで18世紀には大審

部部長評定官5人、評定官18人を数えるようになった。

　民事法廷も存在した。パリ高等法院の民事法廷は1667年、1697年等、付随的に存在した

だけであった。

　すべての高等法院には休暇部があり、司法上の休暇中、緊急な訴訟事件、特に刑事訴訟の業

務を行い、王令、勅令、王状を一時的に登録して執行力を与えた。休暇部は、大審部に対し判

決が有効であることの言い渡しを委ねていた。官吏の受け入れ手続きは休暇の後、裁判所が開

廷されると大審部の前で更新されていた。パリ高等法院では、休暇部は聖十字架頒揚祭（9月

14日）から冬の聖マルタンの祝日の翌日（11月12日）まで置かれていた。休暇部は部長1人

と12人の評定官からなり、大審部構成員と予審部評定官の中から順番に採用されていた。

　高等法院は、地方の訴訟事件のため、あるいは大審部からある範疇の訴訟事件の負担を軽減

するために、しばしば特別な部をもっていた。パリ高等法院では、鮮魚部（Chambre　de　la　Mar6e）

が海の魚の取引に関する民事・刑事のすべての訴訟事件の裁判権を有していた。鮮魚部は大審

部部長評定官1人、大審部の世俗評定官の最年長者とその次の年長者からなり、他の裁判官が

補佐していた。トゥルーズ高等法院では夜警部が週3回設置され、大審部あるいは刑事部から

送られてきた微罪の訴訟事件を解決していた。そこには部長1人と、各部から3人、およそ

15日ごとに交代する12人の評定官が議席を占めていた。

　新教徒のために勅令部（Chambre　de　llEdit）を設けている高等法院もあった。1598年、ナント
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で発せられた、講和令の30条から57条の条文は、《前述の改革派と主張する宗教の人が、民

事・刑事両方に関して、請求もしくは弁護する、訴訟の主な当事者であるか、あるいは保証人

である》訴訟及び紛争を裁判するために、特別な部を制定し、取り決めていた。講和令はトゥ

ルーズ高等法院の管轄のために、カストルに置かれた部を追認していた。講和令はパリ高等法

院にも一つ、パリ高等法院の管轄とノルマンディー及びブルターニュの高等法院の管轄に対し

て制定し、この高等法院の一つ一つに勅令部が創設されるのを待った。講和令はボルドー高等

法院の管轄に対して、一つ、ドーフィネ高等法院の管轄とプロヴァンス高等法院の管轄に対し

てグルノーブル高等法院に一つ、勅令部を創設していた。ブルゴーニュ高等法院の管轄の《改

革派と称する宗教の人》は、パリ高等法院の勅令部かドーフィネ高等法院の勅令部のどちらか

を選択して法廷で弁護することができた。

　勅令部は部長2人を数えることになっており、1人はカトリック、1人は改革派を主張する

宗教であった。評定官は12人で、カトリック6人、　《他の宗教》の者6人となっていた。カ

トリックの主席検事が検事代理として1人、プロテスタントの次席検事が検事代理として1人

となっていた。民事及び刑事書記には書記補が2人となっていた。執達吏はカトリックとプロ

テスタントとなっていた。保証金分配係兼罰金受取係が一人となっていた。部長や評定官はこ

の法院の団体から採用されることになっており、新たな部長や評定官は改革派と称する宗教の

人々の数を補うために必要に応じて創設されることになっていた。

　勅令部は対応する高等法院で召集され、編入されることになっていた。そのメンバーはこの

法院の部長及び評定官とみなされ、投票権をもち、部会のあらゆる審議への出席権をもち、こ

の法院の他の部長や評定官と同様、保証金、職権及び優越権をももっていた。勅令部は、それ

が設立されていた管轄で高等法院の形式やスタイルを保持し、パリの勅令部の外では、両方の

宗教を同じ数だけ裁判することになっており、そこから、《二等分された部》という別の名が

生まれた。この部は、各部が設立されていた高等法院の前で宣誓を行う新しい部長や評定官を

試験することができた。さもなければ、試験や宣誓は閣議で行うことができた。ラングドック

の勅令部では、フランスの尚書が巧みにも宣誓を受けていた。こうした部は、王及びその他の

下級職を受け入れることができ、改革派と称する宗教の人の場合は高等法院に所属することに

なっていた。しかし、彼らの宣誓は高等法院の法廷の前でなされることになっていた。これら

の部は、その部が所在する都市の公安と警察のための権限をもっていた。

　こうした規定は高等法院の悪意のためにゃっとのことで適用された。1604年5月7日の顧

問会議の判決は、勅令部を引き合いに出すためには当事者が少なくとも6ヶ月は《改革派と称

する宗教》であることを表明しているべきであることを明確にした。

　パリ高等法院では、勅令部は部長1人と評定官16人から成った。王は自ら、高等法院の司

法官の中から勅令部の職員を選んでいた。ナントの勅令により、王は改革派と称する宗教の評

定官を6人、パリ高等法院の勅令部に置くことができた。実際、王が勅令部に導き入れたのは
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1人だけであった。

　ノルマンディーの勅令部は1599年8月にルーアン高等法院に設置された。

　トゥルーズ高等法院では、王は高等法院が作成した12名の名前の載ったリストをもとに勅

令部のメンバーを選んだ。ナントの勅令の42条はこの司法官ができるだけ長い間職務につく

ことを規定していたが、王は一年間有効な委任状によって8人のメンバーを任命していた。

1611年、王妃は意のままに勅令部の8人のメンバーを選んだ。ついで、顧問会議の判決は毎

年4人ずつ更新することを命じた。1637年6月6日、高等法院は、毎年高等法院の各部から

年長者2人が表の順序に従って二等分された勅令部に行き、勅令部の年長者2人が2年目も業

務を行うことを決定した。しかし、高等法院が認めたり、あるいは王が命じた例外があった。

1639年3月の勅令は、主席検事と次席検事の2人の新しい検事補を創設した。ラングドック

の勅令部は、1595年から1621年までカストルに、1623年から1629年までベジエに、

1629年にピュイロランスに、1630年にルヴェルに、1631年と1632年にサン・フェリヅク

ス・カラマンに、1632年から1670年までにカストルに置かれ、1671年から1679年に廃止

されるまでカステルノダリに置かれた。

　ボルドー高等法院はどうかというと、王は、プロテスタントの町でかつてのナヴァール王の

居住地であったネラックに、勅令部を設置した。王は1600年6月の勅許状でそのメンバーを

任命した。ボルドー高等法院は、改革派と称する宗教の部長や評定官が勅令の法院・部の評定

官に招かれることを条件に彼らを登録することを望んだ。そのため、彼らは高等法院の法院団

体に属するとみなされた。プロテスタントで新たに任命を受けた人が1601年2月に宣誓を行

うために出頭した時、高等法院は、大法官の前ですでに宣誓を行っていたとして、彼らに宣誓

を免除した。彼らは高等法院の法院名簿には記載されなかった。その上、長い間、勅令部の業

務についていた司法官たち、部長1人、大審部部長評定官3人、予審部評定官3人もまた記載

されていなかった。勅令部は1601年3月22日にネラックに設置された。

　大評議会（Grand　Conseil）では、1690年まで、王は掌請官に6ヶ月ごとの部長職を委任した。

この部長は、先任順に従い、順番に法院長の職務を行なった。1690年2月、王は公職という

肩書きで6ヶ月ごとに委任する法院長1人と部長8人を創設した。1738年1月、その職は廃

止され、王の親任官がそれに替わった。国務院の評定官は法院長の職務を行っていた。掌請官

は6ヶ月ごとに委任されるという理由から、部長に任じられていた。1年間交付される委任は、

更新されることはまれであった。1768年1月の勅令では、法院長は3年、部長は4年と、継

続委任の合計期間を固定した。評定官は1768年より前は52であった。1768年1月の勅令は

評定官の数を44に戻した。1774年11月の勅令により、評定官は54に引き上げられた。な

お、名誉評定官が存在していたが、職務は行っていなかった。

　　司法官の実数

　1598年、様々な部の職務についてみると、パリ高等法院には司法官として次のような人が
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いた。部長7人、聖職者評定官40人、うち予審部部長4人、世俗評定官100人、そのうち4

人が予審部部長4人で1人が審理部部長。《検事》として次席検事2人、主席検事1人。実際、

《聖職者》評定官のなかには世俗の者もいた。総計、150人の司法官がいた。1685年、パリ

高等法院は287人の司法官からなり、そのうち33人が大審部職員、165人が予審部評定官、

66人が審理部評定官、3人が《検事》であった。

　ブルターニュ高等法院の評定官の定員数は、1724年、予審部や審理部の部長を含めて94

であった。

　ボルドー高等法院の司法官は、1774年から1790年まで、数にして153であった。

　ブルゴーニュ高等法院は次の人によって構成されていた。法院長1人、大審部部長9人、名

誉騎士2人、生まれっきの名誉評定官1人、シトーの修道院長、72人の評定官、うち聖職者

6人、次席検事2人と主席検事1人と検事補8人からなる検事局である。

　トゥルーズ高等法院は116の司法官を数えた。

　　司法の補助者たち

　各法院には、様々な種類の司法吏である、司法の補助者がいた。1598年、パリ高等法院は

次のような補助者がいた。書記補つき書記4人、執達吏（huissier）22人、公証人4人、保証金の

受け取り及び支給人、代訴人、官吏ではない弁護士、尚書局など。ブルゴーニュ高等法院は書

記局を用いており、そこには提示書記1人、確認書記1人、書記補5人、権標杖もちの執達吏

15名、司法宮掌請部所属の執達吏6名がいた。高等法院には、およそ150人の弁護士からな

る弁護士団があり、彼らは官吏ではなかった。100人代訴人がいた。尚書局があり、国璽尚書

評定官1人、国王書記官25人、尚璽（しょうじ）、封印を施す人、受け取り人、書記、正本保

管官、蝋燭点火係及び執達吏からなっていた。いくらか差異はあるが、高等法院にはみな同様

の補助者が見られる。トゥルーズ高等法院は、6人の書記長がみな高貴な出で、40人の書記

補をようしていたことを誇っていた。また、尚書局には国王書記官25人と尚璽、封印を施す

人、正本書記、蝋燭点火係というその一行がいた。多くの聖職者をようし、代訴人は117人い

たこと、弁護士がいたことを誇っていた。

　　職業階層

　職業階層は、すべての高等法院でよく似ており、17世紀末の親裁座や集会での席順に従え

ば、上から順におおよそ次のようであった。法院長、大審部部長評定官、王族の王子、6人の

聖界の重臣、先任順による世俗の重臣、閣議の評定官、ただし20年閣議に出席しているか、

10年間高等法院の評定官であること。生まれながらの名誉評定官、名誉騎士、名誉評定官、

掌請官、大審部職員、予審部評定官、審理部評定官、所属する部の順の名誉職の部長及び名誉

職の評定官。王族の王子を除いて、重臣と生まれつきの名誉評定官はみな、以前に高等法院の

評定官であったかもしくは当時評定官であった者であった。その次に次席検事や主席検事とい

う《検事》がきた。
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　司法官の次に、司法吏である司法の補助者が来る。民事担当書記を筆頭とした書記、国王書

記官や尚書局の他の官吏、主席執達吏を筆頭とする執達吏の順であった。

　この司法吏たちは法院の団体に属しておらず、民事担当書記と刑事担当書記及び主席執達吏

についてはこの点では異論の余地があるが、司法吏は下級の席次で法院に属していた。

　ブリュシユ（F．Bluche）氏によれば、パリ高等法院の実際の内部の階層は次のようなものであ

った。法院長、部長、主席検事、主席書記、次席検事、評定官、主席執達吏、検事補。

　しかし、弁護士、代訴人、公証人といったそれにつぐ補助者は、法院に雇われてはいたが、

法院には所属していない。権利を述べる弁護士は、必要な場合には評定官として裁判所に席を

置くことができた。そのうちの一人は検事が欠席する場合には、法院長より次席検事の役に任

命されることもあり、弁護士は司法吏の前に置かれるであろう。代訴人と公証人は手続きとい

う《卑しい》業務を行い、王の官吏である。代訴人と公証人は確かに国王書記官、書記、主席

執達吏のあとにくるが、尚書局の他のすべての官吏、他のすべての執達吏の前、単なる執達吏

の前にくることになっていた。

　法院長は特に《勅使》である。法院長は、先任者から官職を購入し、後任者から支払いを受

ける特許権を王から授かっていたが、委任によってその職務につく。しかし、いわゆる《検

事》は、　《王の利害と公安を保つ》職責を負った次席検事と主席検事である。主席検事は王に

よって任命され、ベンをとって書面の申し立てを作成する。主席検事は直接大法官や国務卿と

連絡をとる。主席検事は王の命令を会議に持って行くことができる。主席検事は、検事補とみ

なされる下級裁判所の《検事》を監督する。次席検事は申し立ての言葉を述べる。次席検事は

審問で主席検事の申し立てを朗読する。次席検事は、部長や評定官の審議の時には退出し、判

決の公聴会の時には戻ってくる。

　レンヌ高等法院では、その階層は、ブルターニュの出身者とそうでない者との区別によって

修正を被っていた。1532年8月14日の併合勅令は、ブルターニュが永久にフランスに併合

されることを宣言したが、その地方の法律、自由、特権が保たれ遵守されることが条件であっ

た。このことは1532年9月のプレシ・マセの勅令により明確にされた。こうして、高等法院

が1554年3月のフォンテーヌブロー勅令で設けられた。それは司法が《慣例により》ブルタ

ーニュで保たれるためと同時に、王の権威を保障するためでもあったが、レンヌ高等法院の司

法官は半分がブルターニュ人もしくは《その土地の人》であり、半分が他の地方の人あるいは

《その土地の出身者でない者》であった。レンヌ高等法院は6ヶ月であった。最初、《その土

地の出身者でない者》は、会期が3ヶ月に変わってはいたが、大部分はパリ出身者であった。

会期を6ヶ月に引き上げた1600年の勅令以降、そのパリ出身者は何人かの若い人たちに変わ

り、次いで彼らはパリ高等法院に入ることを許されていた。《その土地の出身者でない者》は

大部分はメーヌ、アンジュー、ポワトゥー出身者であった。《その土地の出身者でない者》は

結局はブルターニュに居を定め、そこで、デカルト家、ジャクロ家、ユベール家、マルブー家
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などの家系を築いた。ボワイレヴ家、ドゥノワ家、ラ・フオレ・ダルマイェ家・ル゜フェーヴ

ル家、ブーケ家、デュ・ボン家という家系は、ブルターニュとその出身地方との間に分割され

たままであった。1640年、2月からの6ヶ月間に、47人中16人、《その土地の出身者でな

い者》を数え、8月からの6ヶ月間は52人中22人であった。

　《その土地の出身者でない者》の職務につくためには、出生地とその家族について、ブルタ

ーニュ外であることを必要とした。王がいつか与えようとしていた職務の法院長は、原則とし

てブルターニュ出身でない者であった。しかしながら、1622年の法院長アンリ・ド・ブルニ

ュフはパリ高等法院内の同盟のため、1777年の法院長メルディ・ド・カテユエロは和解のし

るしとして、ブルターニュ人であった。他の地方の者はブルターニュ人の職を獲得した。ブル

ターニュ人は、その買い取り価格はかなり高かったが、《その土地出身でない者》の職を獲得

した。その時は彼らの祖先、自分たちがブルターニュ外の生まれであること、ブルターニュの

外に長い間滞在していたこと、その両親が他の地方にいることを引き合いに出していた。

　1656年6月27日の規則によれば、ブルターニュに居を定めた者の子供はブルターニュ出

身とみなされていた。1683年7月21日の規則によれば、ブルターニュ出身者とそうでない

者との区別は、過去40年の間、新たに任命された人の家族の主な居住地によって行われるこ

とになっていた。ブルターニュ出身者でない者に当てられた官職の保持者は、その人とその子

孫が最終的にはその土地の出身でないとみなされるようになっていた。しかし、その官職がブ

ルターニュ出身者でないとして与えられて受け取られたとはいえ、この条件のもとでの祖父か

ら父へ、次いで子への絶え間なく譲渡されることによって、その官職がブルターニュ出身者に

移されていった。

1724年にレンヌ高等法院が6ヶ月から1年になると、最下級の価格でさえ、その職にブルタ

ーニュ出身でない者を見い出すことは困難であった。5人の官吏は、生涯、家族の一員に保証

金と配偶者あての資産を保持することを条件として、その職務の廃止を王に願い出た。他の

2人は、王から一つ、高等法院から一つ、その官職の買い戻しをした。1735年、レンヌ高等

法院にはブルターニュ出身でない者が43人おり、1788年には部長及び評定官80人のうち

24人であった。

　　むすびにかえて

　フランスの歴代の王は、高等法院の司法官の権威が法を施行する権威に基づいている、と絶

えず主張してきた。成文憲法がない時代、高等法院の登録簿は、王が王国に及ぼす至上権と法

が王に及ぼす至上権の両方にとって最良の支えであった。王の忠告者である高等法院の職員は、

ピエール・ド・フォンテーヌのような、聖王ルイの時代の法学者から、1794年に断頭台で亡

くなった、ラモワニョン家という名門の家柄の代表者であるマルゼルブのようなルイ16世の

治世下の不運な司法官に至るまで、皆、王の法を定め、施行し、守るという共通の義務のもと
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に団結していた。その義務とは、フランス国家そのものを維持することにほかならなかった。

従って、こうした司法官たちが、彼らの司法的権威により広範な政治的権力を加えることにな

ることは驚くにはあたらないことであった。（2）ここに高等法院が果たした役割とその意義を探

る理由がある。
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1258：interdiction　96n6rale　du　duel　iudiciaire．

1268：0rdonnance　punissant　les　blasph6ma・

teurs，

1272：nouvelle　ordonnance　punissant　les

blasph6mateurs．

1274：0rdonnance　r6glementant　le　statut　des

avocats．

1302：institutionnalisation　du　parlement　de

Paris．　Cr6ation　du　parlement　de　Toulouse．

E＞ENEMENTS　PoLITIQUEg．　ET　SoCIAUX

1312：suppression　de　l’ordre　des　Templiers，

Rもgne　de　Louis　X　Ie　Hutin（1314・1316）

M‘）u＞enlent　des　chart6s．

Rさgne　de　PhilipPe　V　Ie　Long（1316・1322）

Rbgne　de　Philippe　Vl（1328・1350｝

1328：a＞bnement　de　Philippe　VI　gdynastie　des

Cap6tiens■＞alois）au　d（Etriment　dlEdouard　IU

d’Angteterre．

1337：debut　de　Ia　guerre　de　Cent　Ans，

1346：dd）faite　de　Cr6（：y。

1347－1348：6pid6mge　de　peste　noire、

Rbgne　de　jean　Il（1350－1364）

　1356：d6faite　de　Poitiers　et　captivit（5　du　roi．

1356－1360：r68ence　du　dauphinCharleミ．

　1358：r（ivo［te　de　Paris　sous　la　conduite

d’Etienne　Marcel，　lnfurrection　paysanne

　autour　de　Paris（jacquerie）．
t

　1360；trait6（le　Calais．

Rさgne　de　Charles　V（1364・1380）

Rbgne　de　Charles　Vl　le　Fol（1380・1422）

1392：folie　du　roi．　D6butde　la　rivalit6　enヒre

Arnia8n～lcf　e【Bourgu「8nons．

Ev直NEMENTs　juRIDIQuEs

1306：Ie　roi　r｛…autorise　le　duel　pour6tablir　la

preuve　des　crimes　les　plus　graves，　b　d6faut　de

t6moins．

1315：0rdonnance　r壱glementant　1’emploi　de
Ia　torture，

1319：nouvelle　ordonnance　r｛Sglementant
l’emploi　de　la　torture．

1337：premibre　trace　de　l’e×istence　de　pr6v6ts

des　n、ar6chaux．

1345：0rdonnance　qui　met　fin　au　renouvelle－

ment　annuel　du　parlement　de　Paris　et　qui　sね一

bili9．e　son　personnel．しe・statut　des　avocals　es重

r（…glement6　d∈…finitivenlent．

1348：nouvelle　ord【）nnan【；e　punissant　les

blasph6mateurs，

1355：0rdonnance　qui　oblige　le　pro【：ureur　du

roi　b　poursuivre　tout　auteur　de　crime．

139フ：nouvelle　ordonnance　punissant　Ie　blas－

phさme．
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Ev直NEMENTS　POuTIQuEs　ET　SOCtAUX

1420：trait（5　de　Troye　g．　qui　donne～靹

1°Angleterre　la　plus　grande　partie　du　royaunle，

Rbgne　de　Charies　VII（1422－1462）

1429：sacre　du　roi～董Reinls，　a＞ec　ieanne

d’Arc．

1438　：　Pragrpatique　Sanction　de　B・urgeg，

（charte　de　I‘Eglise　de　France）．

1453：fin　de　In　8uerre　de　Cent　Ans．

Rbgne　de　Louis　XI（1461・1483）

1465：Ligue　du　Bien　public　rassemb16e　autour
de　Charleg．　le　T6m6raire．

1468：traitt…de　Pξronne，

14ア71mort　de　Charles　le　T6m6raire．

Rbgne　de　Charles　VII曹（1483－1498）

1483－1494：r6gence　d，Anne　de　Beauleu，

1497：exp¢dition　a　Naples．

Rbgne　de　Louis　XEI　d498－1515）

1499－1500：conquξ｝te　du　Milanait．

Ev虐NEMENTS　IuRIDIQuEs

1402：arret　du　parlement　de　Paris　qui　r6gle－

mente　le＞ersement　des　dpices，

1413：0rdonnan（二e《｛cabochienne｝，、　pl・is．　ci　par

Ieg．　Et．ats　G6n6raux　contre　les・・caymans，・

〔rnendiants　et　vagabonds　t　ans　tra＞ail）．

1453：0rdonnance　qui　g♂n6ralise　la　P（）ssibilit6

de　l’appel　devant　le　parlement　dans　les　proc合s

5c　1’extraordinaire．　Cr6ation　du　parlement　de

Grenoble．

1462：cr（5ation　du　parlement　de　Bordeaux，

14ア6：crdation　du　parlement　de　Dijon，

1493：（…dit　qui　interdit　aしlx　selgneurs　d’exercer

personnellen、ent「eurdroit　de　justice．

1498：0rdonnance　quig6n否ralise　notamment
le　secret　de　l’instruction　dans　la　prく）ぐ（季dure

exrraord｝naire，

1499：cr6ation　du　parlement　de　Rく〕uen，

1501：（：r6ation　du　parlement　d’Aix．

1510：・rdonnance　sur　les　blasphemes，

EvEN∈MENTs　PoLITIQUEs　ET　socgAux

1513二d6faite　de　Novare（les　Fron⊆ais　chass6s
d’ltalie）．

R壺gne　de　Frangois　lt「（1515・154ア》

1515：victoire　de　Marignan　et　reconqu合te　du

Milanais．

1520：entrevue　du　camp　du　Drap　dlor　ave⊂

Henri　V川d’Angleterre．

1525：d6faite　de　Pavie．　Fran⊆ois　ll圏I　prisonnier

de　Charles　Quinし

1529：trai［6　de　Cambrai　qui　met　fin　aux　pr6．

tenヒiOnS　fran⊆aiSeS　en　ltalie．

1534：affaire　des　Placardt．Propagalion　de　la

R6forme．

1539：0rdonnance　de＞illers－Cotter合ts．

R6gne　de　Henri　II（1547・1559）

1552：annexion　des　Trois　Ev6ch6s〔Metz，　Toul

et　Verdun），

1559；paix　de　Cateau－Cambr6sis．

R壱gne．de　frangois　tl（1559・1560）

1560．：conjuration　d’Amboise・

ノ

EvENEMENTS　IuRIDI（1｝uEs

1515：0rdonnance　qui　organise　d6finitive－

ment　les　chambres　criminelles　des　parlements

des　Tournelles）．

1522：6dit　96n6ralisant　les　procureurs　du　roi

auprさs　de　tous　les　siさges　royaux．

1523：6dit　r6primant　les　blasph6mes．

1534：6dit　in【rodui～ant　Ie　supPlice　de　la　roue

dans　le　systbme　r6pressif　pour　le　vol　de　grand

chemin．

1536：6dit　de　Cr¢mieu，　qui　pr6cise　ies　attribu・

tions　des　pr益v6t6s．

1538：Pratique／udiciaire　de　Jean　lmbert．

1539：0rdonnan（：e　de　Villers－Cotter6ts，　qui

distingue　notamment　dans　la　proc6dure　l’ins・

truction　et　le　lugement，　et　qui　instaure　l’apPeI

direct　en　parlement，

1547：supPression　du　droit　d’asile．　Edit　contre

1’h6r6sie　protestante．

1552：crdation　des　soixante　premiers　pr6si．

diaux．

1554：cr6alion　du　parlement　de　Rennes，

1556：6dit　5’attaquant　aux　mariages　clandes．

tins．　Edit　r6primant　rinfanticide　et「avorte－

men匙，　assimi16s　b　un　homicide．

1559：0eρoeni5　temρeran（ノ’5　d’Andr6

Tiraqueau．Ordonnance　qui　pr6cise　les　attribu－

tions　des　pr6v6t6s．
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EvENEMENTs　PoLiTiQuEs　ET　soclAUx

Rもgne　de　Charles　IX（1560爾1574）

1562：massacre　de　Voasy．　D61）ut　des　guerres

de　religion．

1572：massacre　de　laSaint－Bnrth616my，

R＞gne　de　Henri　ltI（1574－1589）

1579：0rdonnance　de　Blois

1588：journ6e　des　Barricades　b　Paris　Etats

g6n6raux　de　Blois．　Assassinat　du　duc　de　Guise．

1589：assassinat　du　roi，

騒セgne　de　Henri■V（1589．1610）

1593：ablura～ion　du　roi，

1594：entr｛5e　du　rol　dan3　Paris，

1598：6dit　de　Nantes（pai×int（隻rieure｝euraitさ

de　Vervhs（paix　ext〔垂rieure）

1610：assassinat　du　roI，

Rさgne　de　Louis　Xlll（1610・1643）

1610・1617：r6gence　de　Marie　de　M6dicis．

1617　：assassinat　de　Concini，

1618；d（lbut　de　la　guerre　de　Trente　Ans，

1624：entr6e　de　Richelieu　au　Conseil．　R6volte

des　croquants　du　Quercy，

1627：sibge　de　la　Rochelle。

1629：6dit　de　gr6ce　d「AIさs．

1630：journさe　des　Dupes，

E＞虐NEMENTs　IuRIDIQuEs

1579：0rdonnance　de　Blois，　qui　d6finit　et

interdit　notamment　le　rapt　de　s6duction　et

proscrit　le　duel，　et　qui　enlを＞e　aux　bailiis　toute

voix　d6「ib6rative　dans　les　tribunaux　de

bailliage

1620：cr6ation　du　parlement　de　Pau．　Ereclion

des　charges　de　procureurau　parlerTlent　de

Paris　en　oオ量ices．

1626：（｝di重t’aisant　du　duel　un　crime　non　gra－

ciaE）le＿

E＞ENEMENTS　PouTIQu［sεT　soclAux

1636：soulをvement　des　paysans　du　Poitou　et
（ie　 l■Ar、9QU，r1（）i5＿

1637：（5meutes　rurales　dans　le　P6rigord．

1639：r白vo「te　des　Nu－pieds　de　Normandle．

1642：mort　de　Richelieu．

Rbgne　de　Louis　XIV（1643－1715）

1643：r6gence　d，Anne　dlAutriche　avec
Mazarin．　R6voites　populaireg．　dans

le　Rouergue，

1648：trait6s　de　Westphalie，

1648－1653：Fronde，

1656：R6volte　des　Lustucrus　du　Bourbonnais．

1659：traitcl　des　Pyr6n6es．

1661：mort　de　Mazarin．　Ent』r6e　de（：olbert　au

Consc・，　i，

1665：rφvolte　des　Miquelets　du　Roussillon．

1668：trait6　d°Ai×－la－Chapelle

1672：in　st　，i　1　kition　de　la　cour　b　Versai「les．

Guerre’cle　Hollande．

EvENEMENTS　JuRIDIQuEs

1633：cr6ation　du　parlement　de　Metz，

1656；fondation　de　l’h6pital　96n6ral　de　Paris．

1657：cr6ation　du　cons母il　sup〔…rieurd’Alsace．

1662：instauration　du　cくpain　du　rol

prisons　pour　les　d6tenus　indigents、

1667：crC・atiori　de　b（二harge　de　lieutenant　de

police　de　Paris，

1669：cr〔垂otbn　du⊂（》n～eilsouverain　de

Perpignan．
（）rdonnance　des　Eaux　et　Forets，　qui　punit　de

n、ort　l’incendict　volonraire　commig．　dans　les

for色ts　du　rOI．

1670：0rdorln、mcc　criminelie　de　Salnト

Germain－en－Laye．

1671：ddi【　ounleUanI　Ies　P61erinsこ〕une　r心gle

mentatiく．）n，、ヨssortie　de　sanctions　P（5naleg．，

1673：6dit　qui　institue，　sous　laゴorme　du　privi－
i（一、9e　 （）L）li8atoire，　 し具ne　 、’6rita｝）le　 C（Ansure　 l⊃rCla－

lable　de　l’6crit，



一
一
い

EvENEMENTs　POLITI（？UEs　ET　soCIAUX

L

1675：insurrections　en　Bretagne．

1678：ヒrai虻〔isde　Nimd’gue，

1683：mor【de　C〔：）lbert．

1685：r（ivocation　de　II（idit　de　Nanles．

1687：grave　famine．

1688：guerre　de　ln　Ligue　d’Augsbourg．

1693．1694：famine．

1697：troit（，s　de　Rys．　wick．

1702：r6volte　proteslante　des　Can、isalてls．

Guerre　de　Su（：cession　dlEspagne，

1709：tamine　86n白rale　l∈meutes　PoPulai「es．

1713：traitφs　dlU［rech1．

1714：trait6　de　Rag．　tadt．

Rをgne　de　touis　XV（1715－1アア4，

1ア15：r6gen（：e　de　Phililりpe　d’Orl（ians．　，

1ア16：cr6ati‘）n　de　la　banque　de　Law、

1720：pestc・　de　Marseille．

　　　　　　　の
1723：mort　du　Rdgent．

ノ

EvENEMENTS　lURID［QUEs

1676：cr6ation　du　parlement　de　Beg．　angon．

16ア7：cr6ation　du　conseil　souveraind’Arras，

16ア9：6dit　faisant　du　duel　un　crime　impres－

criptible，

1680：0rdonnance　r6glementant　Ia　rt…pres　Sion

de　la　contrebande，

1682：6dit　proscrivant　Ies　Boh〔5miens．　Edit

d（5P（Snalisant　la　sorcellerie　et　faisant　de

l’empoisonnement　un　crime　distillct（il　n’爵tai（

auparavant　consid6「6　qしコe　comme　une　forme

ag8rav6e　d’homicide）．

1686：ぐr6ation　du　Parlement　de　Dぐ）uai，

1698：installation　du　c・onsctil　sou＞erain

d’Alsa（：e　h　Colmar，

1699：〔5dit　dtablis9．　ant　un　lieutenant　de　police

dans　chaque　ville　de　juridiction　royale，

1ア00：Qrdonnance　interdisant　le　port　d’armes．

1ア20：r60rganisation　de　la　n、ar6ぐhauss益〔’．

1ア24：d（x：laration　pr6v（，yant　Ies　peines　pour

C：〔）rtaines　（’tlt69（）riUS　〔｛e　VOIS，

E＞ENEMENTs　PoLITIQUEg．　ET　s（）clAUx

1

1ア26：Fleury　ministre　d1Etat．

1733：guerre　de　Succession　de　Pologne．

1740：guerre　de　Succession　d’Autriche．

1748：traik…s　dlAi×－la－Chapelle．

1756：guerre　de　Sep【Ans．

1ア57：attentat　de　Damiens．

1765：「（5voite　des　pariements．

Rさgne　de　Louis　XVI（1ア74－1792）

1ア74：Turgot，　contr61eur　8dn6ral　des　finances，

1775：dmeutes　de　la　c（guerre　des　farinel，、

16nieutes　rurales　de　subsistance）．

1777：Necker　dire（：teur86n6ral　desドinances，

ー
L

　

EvENEMENTs　lURIDIQuEs

1726：6dit　punissant　les　faux－monnayeurs．

1ア30：0rdonnance　qui　pr6（二ise　la　d6finition　du

rapt　de　sdduction．

1741　：τrait6　de5　m∂t’（｝res　cr’m’ne〃e55uiv∂nt

”ordonnance　d’∂ous’1670，　e’rO8’ement5

intervenus／usqu’合ρr6sent　par　G，　du　Rousseau

de　Ia　Combe，

1748：L’Esρri’des　lo’s　de　Montesquieu．

SupPression　des　gal6res．

1ア49：6dit　supPrimant　les　pr6v6t6s（b　l’excep－

tion　de（二elle　du　Ch飢elet　l　Paris〕．　D6but　d’ins－

taliation　des　bagnes　de　Toulon　et　de　Brest．

1ア62：’n5truct’on　cr’m’r｝e〃e　5tノ’㌧！aρ”e5’o’5　et

ordorP’iances　du　roγaume　par　Muyart　de

Vou81ans．　D6but　de　I’affaire　Cabs．

1765：rehabilitation　de　Calas，

1766：traduction　en　frangais　du　τrait6　des

d61its　et　desρeine5　de　Bec⊂aria．　Ex6cution　du

chevalier　de　La　Barre，

1767：cr壱a｛ion　def　d6p6ts　de　mendicit6．

lnstallation　du　bagne　de　Rochefort．

1ア68：（：r〔…ation　du　conseil　souverain　de　Bastia．

1770：r〔委f6rme　de　l’organisa【ion　judiciaire　et

supPressi（）n　de　la　v6nalit6　des　offices　dans　les

parlements．

1771：τraitti（de’a　iustice　crimine〃e　de　Fran（：e

de　Daniel　iousse．

1774：abandon　de　la　r6forme　de　Maup¢ou．

1ア75：cr6ation　du　parlement　de　Nancy，

1778：r60rganisation　de　la　mar6chauss6e．

1780：cl6claration　royale　qui　supprime　la

Cluestion　pr6paratoire．
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EvENEMENTs　POしITIQUEs　ET　soclAUx

1789：formation　de　1，Assemb16e　cons．　tituante．

Prise　de　la　Bastille．　Abolition　des　privll壱ges．

D益claration　des　droits　de　l｝homme　et　du　citoyen、

1790：Constitution　civile　du（二lerg6．

1ア91；fuite　du　roi　b　Varennes．　Assembl6e

16gislative．

1792：arrestation　du　roi。Mas　sacres　de　sep－

tembre．　Victoire　de　Valmy．　R6＞olte　des

Chouans，

1・°’R6publique（1793。1804）

1ア93：ex6cution　deしouis　XVI．　Cr6ation　du

Comitd　de　salut　Pyblic・La　Terreur・

1794：vi（：toire　de　Fleurus．

1795：1”・r6union　du　Directoire．

1796：victoire　de　Napol60n　Bonaparteき
Arcole．

1799：coup　dlEtat　de　Bonaparte．　D6but　du

ConSU8at．

1801　：paix　de　Lun6vi

Concordat，

le　avec　l’Autriche，

1802：paix　d’Amiens　avec　l’Angleterre．

Bonaparte　nQmm6　consuE　a　vie．

ノ

EvENEMENTs　juRIDIQuEs

1788；r6forme　deしamoignon，　qui　simplifie　la

hi6rarchie　des　tribunaux　et　modifie　la　procφ一

dure，　notamment　pour　la　prononciation　des
sen書ences，　SupPression　de　la　sellette　et　de　la

queslion　prc’ta［able～麹1’ex6cution．

1789：mifeen（｛＞acances”def　parlements（3
no＞embre），　Abolition　du　pilc）ri，

1790・1791：loif　r6formant　l’organisation　et　la

pro（：益dure　judi（二iaire．

1791：premier　code　p6nal．La　peine　des　fers

remplace　nomm6men｛celle　des　galbres．

Abolition　de　l’amende　honorable，

1795：code　des　dC）lits　et　des　peines（en　fai亀

seulement　code　de　procddure　crimine目e｝．

Abolition　de　la　peine　de　mort，　avec　une　condi－

tion　suspensi＞e：le　re虻ourde　la　paix，

1796：r60rganisation　des量ribunaux．

Ouverture　du　bagne　de　Lorient，

1797：0uverture　du　ba8ne　du　Havre．

1798：0rganisation　de　la　gendarmerie．

1799－1800：r〔奎forme　judiciaire．

1801：cr6ation　des【ribunaux　criminels　sp（i・

ciaux，　successeurs　des　cour9．　prev6lales．

R6forme　de　la　proc6dure　criminelle．

Annulation　de　la　d6cis．　ion　d’abolition　de　la

peine　de　mort．

1802：s壱natus－con3ulte　qui　compl6te　Ia

r6forme　de　1800（avec　notamment　le　r6tablis－

5emen書du　droit　de　8race）．　Ou＞erture　du　ba8ne

de　Cherbourg．


